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Ｎ９５マスク等の感染防止のための器材の確保について（依頼）

　重症急性呼吸器症候群（以下「ＳＡＲＳ」という。）への対応については、「ハノイ・

香港等における原因不明の『重症急性呼吸器症候群』の集団発生に伴う対応について（第

７報）」（平成１５年４月７日健感発第０４０７００１号）において、ＳＡＲＳの所見の

あるものに対して適切な医療の提供を行うことができるよう、医療提供体制の確保をお

願いしているところである。これを確実に実行するためには、同通知で示した「重症急

性呼吸器症候群（SARS）管理指針」を踏まえ、第一種感染症指定医療機関等の医療機

関において適切な医療の提供を行うことが重要であり、Ｎ９５マスク等の感染防止のた

めの器材について、想定される具体的な事例を勘案し一定量を確保することが必要であ

ることから、貴管内の該当医療機関や卸売販売業者等に対し、その旨を周知徹底される

ようお願いする。

　なお、第２回重症急性呼吸器症候群対策専門委員会において、現時点では、一般の人

にとって感染予防のために N95 マスクを着用することは必要ではない旨、指摘があっ

たことを申し添える。


